
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国健康保険協会は、令和７年度の都道府県単位の健

康保険料率を改定すると公表しました。また、全国一

律の介護保険料率については、１,５９％に引き上げ変

更になります。 

変更は令和７年３月（４月納付分）からとなります。 

従業員からは、４月に支給する給与から変更の保険料

を控除してください。 

 

全額表示 健康保険 合計保険料 

千葉県 9.79％ 11.38％ 

東京都 9.91％ 11.50％ 

埼玉県 9.76％ 11.35％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の年金額改定についてお知らせします 。

年金額は前年度から 1.9％の引上げです。 

総務省から、１月２４日に「令和６年平均の全国消費

者物価指数」（生鮮食品を含む総合指数）が公表され

ました。これを踏まえ、令和７年度の年金額は、法律

の規定に基づき、令和６年度から 1.9％の引上げとな

ります。 

令和７年度の年金額の例 

 令和７年度 

（月額） 

国民年金 

※１（老齢基礎年金 

（満額）：１人分） 

 

69,308 円 

（＋1,308 円） 

厚生年金 

※２（夫婦２人分の老齢基礎年

金を含む標準的な年金

額） 

 

232,784 円 

（＋4,412 円） 

【在職老齢年金について】 

在職老齢年金は、賃金（賞与込み月収）と年金の合計

額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加

２に対し年金額を１支給停止する仕組みです。 

令和７年度の支給停止調整額は以下の通りです。 

 令和６年度 令和７年度 

支給停止調整額 50 万円 51 万円 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

健康保険料率及び介護保険料の変更 

  2025 年 3 月から（4 月納付分） 

雇用保険料率変更について 

（2025 年 4 月から） 

令和７年度の年金額改定について 


